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１ 参加資格 

① 滋賀県中学校体育連盟に申請し、登録を認められた団体であること。 

② 令和６年度全国中学校体育大会地域スポーツ団体等の参加の特例競技部細則を遵守すること。 

③ 近畿中学校総合体育大会開催規準要項を遵守すること。 

④ 近畿中学校総合体育大会開催規準競技要項を遵守すること。 

⑤ 滋賀県中学校体育大会の開催要項及び申し合わせ事項を遵守すること。 

⑥ その他スポーツ庁、文化庁が発出している部活動に関わるガイドラインや要項を遵守し、プレイヤーズ 

ファーストを心掛けた指導、運営を行っていること。 

 

２ 滋賀県中学校体育連盟主催軟式野球大会に参加する場合に守るべき条件 

〔大会運営に関わって〕 

① 平日にも大会が開催されていることを認識し、ベンチ登録をしている指導者が試合前のトスに立ち会える

ようにすること。また、審判、役員に参与し、円滑な大会運営に協力すること。 

② 登録した各チーム１名以上のチーム関係者は専門部主催の審判講習会（６月開催）に参加すること。 

③ 全日本少年の全国大会に出場を決めたチームは夏季総体に参加できない。（全日本少年優先） 

④ 中部日本大会に出場を決めたチームが近畿大会以上の上位大会に出場する場合、中部日本県大会２位の 

チームに出場を委ねるなどの措置を講じておくこと。（夏季総体優先） 

⑤ 中体連に承認されたチームすべては５月末日までにチームメンバー全員を軟式野球専門部（専門部書式）

に報告すること。 

⑥ ６月下旬に行われるプログラム編成会議（抽選会）にチーム関係者１名が必ず参加すること。 

 〔試合に関わって〕 

① 夏季総体に参加するチームはベンチ入りメンバー登録書（専門部書式）を対戦初日に大会本部へ提出する

こと。 

② 同一チームを二つに分けて出場しないこと。 

 

  【日本中体連/全国大会に関わって】（参考資料） 

中体連主催の大会に参加を希望する地域クラブ活動は、以下の条件を満たしていること。 

 (1)日本中体連が示した参加規定を遵守している。 

 (2)継続的に活動し、都道府県軟式野球連盟に加盟している。 

 (3)指導者は以下に示すいずれかの資格を保有している。 

  ①日本スポーツ協会公認コーチ１（軟式野球）②日本スポーツ協会公認コーチ３（軟式野球）③BFJ 公認野球指導者基礎Ⅰ（U-15） 

 ※ 監督の保有を必須とするが、保有していない場合には、コーチ（日常的に指導に関わり、メンバー登録される者）のうち最低１名の保有を必須とする。 

 (4)大会運営、審判員派遣の依頼に対応できる人員を確保している。 

 ※ 審判員については、「一般財団法人全日本野球協会 アマチュア野球規則委員会公認３級審判員」以上の保有を必須とする。 


